
 

 

福岡県農産物検査機関の登録等に関する事務要領  

 

第１ 目的 

農産物検査法（昭和２６年法律第１４４号。以下「法」という。）第１７条の規定に

よる登録検査機関の登録、法第１８条の規定による登録の更新、法第１９条の規定によ

る変更登録及び法第２０条第３項の規定による農産物検査結果の報告の実施に関し必要

な手続きについては、法、農産物検査法施行令（平成７年政令第３５７号）、農産物検査

法施行規則（昭和２６年農林省令第３２号。以下「規則」という。）、農産物検査法施行

規則の規定に基づき農林水産大臣の定める様式及び農林水産大臣の定める期日を定める

件（平成１３年農林水産省告示第４４５号。以下「報告規定」という。）等の関係告示及

び福岡県農林水産関係手数料条例（平成１２年福岡県条例第２８号）の定めによるほか、

この要領の定めるところによるものとする。 

 

第２ 担当課 

  事務の処理は、福岡県行政組織規則（昭和３４年福岡県規則第６６号）に基づき、水

田農業振興課が行う。 

 

第３ 地域登録検査機関の登録等申請 

  別紙「地域登録検査機関の登録等申請手続マニュアル」に定めるところによるものと

する。 

 

第４ 農産物検査員証の交付 

  知事は、規則第１４条第２項に基づき、農産物検査員証（別記様式第１号）を交付す

る。 

 

第５ 法第 33 条第１項の規定による申出 

  申し出を行うとするものは、申出書（別記様式第２号）を知事に提出しなければなら

ない。 

 

第６ 規則第 20 条の規定に基づく報告書 

  様式は、報告規定の別記様式の「農林水産大臣」を「福岡県知事」とすること。 

 

   附 則 この要領は、平成 28 年４月１日から施行する。（27 水田第 3660 号） 

   附 則 この要領は、令和元年６月１８日から施行する。（1 水田第 602 号） 

   附 則 この要領は、令和３年２月４日から施行する。（2 水田第 2232 号） 

   附 則 この要領は、令和３年８月２６日から施行する。（3 水田第 1702 号） 

   附 則 この要領は、令和４年２月１４日から施行する。（3 水田第 3188 号） 

   附 則 この要領は、令和５年４月１日から施行する。（5 水田第 712 号） 

 


